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用語の定義 

  用語 定義 

本事業 洋光台住宅（Ｃ－１街区）建替事業をいう。 

市 横浜市をいう。 

ＰＦＩ 

Private Finance Initiative の略。公共サービスの提供に際して公共施

設が必要な場合に、従来のように公共が直接施設を整備せずに民間資金を

利用して民間に施設整備と公共サービスの提供をゆだねる手法をいう。 

ＰＦＩ法 
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11

年法律第 117 号）をいう。 

事業用地 市が保有する洋光台住宅（Ｃ－１街区）が現に立地する場所をいう。 

既存住宅 
洋光台住宅（Ｃ－１街区）において現に立地する洋光台住宅 19 号棟及び

20 号棟をいう。 

既存住宅等 既存住宅及びその附帯施設をいう。 

新築住宅 本事業で新たに整備する市営住宅をいう。 

新築住宅等 新築住宅及びその附帯施設をいう。 

附帯施設 
本事業の新築住宅及び既存住宅に係る駐車場、駐輪場、ごみ置場、外構等

をいう。 

ＰＦＩ事業者 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11

年法律第 117 号）（以下、「ＰＦＩ法」という。）に基づき、特定事業を実

施する民間事業者をいう。 

入札参加者 
本事業における設計、建設、工事監理及び入居者移転支援の能力を有し、本事

業に参加する者で、複数の企業で構成されるグループをいう。 

審査委員会 

横浜市民間資金等活用事業審査委員会の略。ＰＦＩ法に規定する実施方

針・特定事業の選定の検討、契約締結後の特定事業の進捗状況等の確認、

民間事業者による提案書等の審査及び優秀提案者の選定等、ＰＦＩ事業の

導入から終了までの各段階において透明性及び公平性を確保するため、専

門的かつ客観的に調査審議を行う組織をいう。 

仮移転 既存住宅から他の市営住宅へ一時的に移転をする行為をいう。 

本移転 仮移転先から新築住宅へ移転する行為をいう。 

落札者 
審査委員会から優秀提案者の選定を受けて、事業契約の締結を予定する者

として市が決定した入札参加者をいう。 

事業契約 本事業を実施するため、市と落札者が締結する契約をいう。 

事業契約書 事業契約に係る契約書をいう。 

設計企業 
ＰＦＩ事業者のうち、既存住宅等の解体及び撤去に係る設計並びに新築住

宅等の設計を行う企業をいう。 

建設企業 
ＰＦＩ事業者のうち、既存住宅等の解体及び撤去に係る工事並びに新築住

宅等の整備工事を行う企業をいう。 

工事監理企業 
ＰＦＩ事業者のうち、既存住宅等の解体及び撤去に係る工事の監理並びに

新築住宅等の整備工事の監理を行う企業をいう。 

モニタリング 
事業期間にわたり、事業者グループが提供する公共サービスの水準を事業

者グループが自ら又は市が監視することをいう。 
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１． 入札説明書の位置づけ 

本説明書は、横浜市（以下「市」という。）が、本事業について、民間の資金、経営能力及び技

術的能力の活用を図り、民間と行政のパートナーシップのもとで、本事業を効率的・効果的に推進

するため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 

117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づく事業を実施するに当たり、本事業及び本事業の入札

にかかる条件を提示するものである。応募グループは、本説明書の内容・本事業の目的を踏まえた

うえで、入札に必要な書類を提出すること。 

また、付属資料の１「要求水準書」、２「モニタリング基本計画」、３「落札者決定基準」、４

「様式集」、５「基本協定書（案）」、６「事業契約書（案）」は、本説明書と一体のもの（以下「入

札説明書等」という。）である。 

入札説明書等と入札説明書に先行して市が公表した書類に相違がある場合は、入札説明書等の規

定が優先するものとし、入札説明書等に記載がない事項については、入札説明書に先行して市が公

表した書類によるものとする。 
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２． 特定事業の選定に関する事項 

２. １. 事業内容に関する事項 

２. １. １. 事業名称 

洋光台住宅（Ｃ－１街区）建替事業 
 

２. １. ２. 事業に供される公共施設等 

市営住宅等（付帯施設等を含む） 
 

２. １. ３. 公共施設等の管理者の名称 

横浜市長 山中 竹春 
 

２. １. ４. 事業の目的 

本市では、平成 30 年に策定した「市営住宅の再生に関する基本的な考え方」に基づき、老朽化

が進む昭和 30・40 年代に建設された市営住宅について、今後一斉に建替えや大規模改修の時期を

迎える課題に対し、効率的、効果的な市営住宅の再生を進めて行くこととしており、本事業の対象

である洋光台住宅はエレベーターの設置や住戸改善を実施していない大規模住宅として、法定耐用

年限前に先行して建替える住宅として位置付けている。 

建替えの実施により、多様な世代が安心して住み続けられる住宅を供給し、ミクストコミュニテ

ィの形成、住宅セーフティネットの充実を図る事を目的とし、本事業の実施にあたっては、ＰＦＩ

法に基づく事業として、新築住宅等の設計及び建設並びに既存住宅等の解体並びに入居者の移転支

援を一体的に実施することで、民間事業者の創意工夫や経験、ノウハウを活かした施設計画や事業

計画により、公営住宅に求められる役割・機能が最大限発揮されること、事業全体を通して民間の

資金及び技術的能力を活用することで、市の財政負担の軽減が図られることを期待する。 
 

２. １. ５. 事業の内容 

(1)事業の概要 

本事業は、洋光台住宅のうちＣ－１街区の既存住宅等（19 号棟・20 号棟）及び付属する施設、

屋外工作物その他外構等（以下「付帯施設」という。）を解体撤去し、新築住宅等新たな市営住宅

（建替後の住宅（以下「新築住宅」という。）と付帯施設（新築住宅と併せて、以下「新築住宅

等」という。））の整備及びこれらを実施する上で必要となる関連業務を特定事業として一体的に行

うものである。 

ＰＦＩ事業者が行う主な事業内容は次のとおりとし、具体的な事項については、入札説明書等に

おいて提示する。 

(2)事業方式 

本事業は、ＰＦＩ法に基づき実施するものとし、ＰＦＩ事業者は、既存住宅の入居者の仮住居へ

の移転の支援を行い、既存住宅等を解体撤去し、新築住宅等の整備後、市に所有権を移転、仮住居

の入居者の移転支援を行うＢＴa（Build Transfer assist）方式とする。  
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(3)事業期間 

設計・建設期間を含み、事業契約の締結から事業終了までを事業期間と定義し、事業契約の締結

日から令和 13 年３月末日までとする。 

(4)特定事業の業務範囲 

ＰＦＩ事業者が行う主な業務は、以下のとおり想定している。なお、具体的な事項については、

入札説明書等において提示する。 

ＰＦＩ事業者が、本事業を特定事業として実施する業務範囲は、次のとおりである。 

ア 事前調査に関する業務 

(ｱ) 敷地測量調査 

(ｲ) 地質調査 

(ｳ) インフラ整備状況調査 

(ｴ) アスベスト等含有調査 

(ｵ) 周辺影響調査及び補償(周辺家屋調査、電波障害調査、その他) 

(ｶ) その他必要な調査 

イ 既存住宅等の解体・撤去処分に関する業務 

(ｱ) 既存住宅等の解体・撤去処分に係る設計 

(ｲ) 解体・撤去処分に係る工事関係の申請・届出に必要な図書等の作成 

(ｳ) 既存住宅等の解体・撤去処分に係る工事 

(ｴ) その他必要な関連業務 

ウ 新築住宅の設計に関する業務 

(ｱ) 許認可及び各種申請等の手続(関係機関等との協議、申請等の手続) 

(ｲ) 新築住宅等の設計(基本設計、実施設計) 

(ｳ) 設計住宅性能評価の取得 

(ｴ) その他必要な関連業務 

エ 新築住宅等の整備に関する業務及び関連業務 

(ｱ) 新築住宅等の建設工事 

(ｲ) 新築住宅等の施工管理 

(ｳ) 建設住宅性能評価の取得 

(ｴ) 化学物質の室内濃度調査 

(ｵ) その他必要な関連業務 

オ 工事監理に関する業務及び関連業務 

(ｱ) 既存住宅等の解体及び撤去に関する工事監理 

(ｲ) 新築住宅等の建設に関する工事監理 

(ｳ) その他必要な関連業務  
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カ その他事業実施に必要な業務 

(ｱ) 地元説明等近隣対策業務(洋光台住宅の自治会や入居者、周辺住民等に対する説明会の開催

や工事案内文書の配布、苦情への対応・報告等) 

(ｲ) 内覧会対象住戸の整備に関する業務 

(ｳ) 市による新築住宅等の完成検査への対応、所有権の移転及び引渡し 

(ｴ) 長期修繕計画の作成に関する業務 

(ｵ) 国の交付金（社会資本整備総合交付金等）等の申請手続きに関する支援 

(ｶ) 住宅使用料算定資料の作成支援 

(ｷ) 会計実地検査の支援 

(ｸ) 契約不適合検査の実施 

(ｹ) その他必要な業務 

キ 入居者移転支援に関する業務 

(ｱ)移転計画 

(ｲ)仮移転支援 

(ｳ)住替え移転支援 

(ｴ)退去支援 

(ｵ)本移転支援 

(ｶ)国の交付金（社会資本整備総合交付金等）等の申請手続きに関する支援 

(ｷ)会計実地検査の支援 

(ｸ)その他必要となる関連業務 

(5)ＰＦＩ事業者の収入及び負担 

ＰＦＩ事業者の収入及び負担は、概ね次のように予定しているが、市からの支払いに係る具体的

な内容については、付属資料６「事業契約書（案）」において提示する。 

市は、本事業の実施について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条に規定する債務負

担行為に基づき、ＰＦＩ事業者から提供されたサービスに対し、市とＰＦＩ事業者との間で締結す

る事業契約書に定めるところにより、契約期間にわたって、本事業の実施に必要なサービスの対価

をＰＦＩ事業者に対して支払う。 

ア ＰＦＩ事業者の収入  

市は、本事業に要する費用として、令和９年度以降、毎年度１回、各年度末の出来高に応じて支

払う。 

また、事業者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第

４項の保証事業会社から保証を受けた場合には、市営住宅等整備業務（設計業務、解体撤去、建設

工事に限る）に要する費用について、前払金を請求することができる。 

ただし、前払金の支払いには限度額を設けるものとし、その額は、事業契約書に定める。 

入居者移転支援業務に要する費用は、毎年度の実績に応じた額を支払う。 

イ ＰＦＩ事業者の負担  

ＰＦＩ事業者は、本事業に要する費用を、アの市からの支払いがあるまでの間、負担する。 
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２. １. ６. 事業スケジュール（予定） 

本事業のスケジュール（予定）は、次のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 

※具体的なスケジュールについては、上表の仮移転の完了から本移転の完了までに限り、ＰＦＩ

事業者からの提案によるものとする。ＰＦＩ事業者からの提案によるものとし、上表より期間

を短縮することを可能とする。 
 

２. １. ７. 事業に必要とされる根拠法令等 

本事業を実施するにあたり、遵守すべき関係法令・基準等については要求水準書（案）を参照す

ること。 
 

２. １. ８. 予定価格 

２，７２６，９０３，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

２．２． 事業に必要とされる根拠法令等 

本事業を実施するにあたり、法令及び条例等を遵守すること。 

なお、これらに基づく許認可等が必要な場合、事業者がその許認可等を取得すること。 

  

内 容 日 程 

事業者との事業契約の仮契約締結 令和９年２月 

事業契約に係る議会議決（本契約締結） 令和９年５月６月 

仮移転の完了 令和９年度 

既存住宅等の解体撤去 令和 10 年度 

新築住宅等の整備完了 令和 12 年度 

本移転の完了 令和 12 年度 
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３． 入札参加に関する条件等 

３. １. 入札参加者の備えるべき参加資格要件 

３. １. １. 入札参加者の構成等  

(1)入札参加者の構成と定義 

ア 入札参加者は、少なくとも次に掲げる企業から構成（以下、「構成企業」という。）されるも

のとする。 

(ｱ)新築住宅等を設計する企業（以下「設計企業」という。）  

(ｲ)新築住宅等の建設及び既存住宅等の解体撤去（以下「建設等」という。）を行う企業（以下

「建設企業」という。）  

(ｳ)建設等工事を監理する企業（以下「工事監理企業」という。）  

(ｴ)入居者移転支援業務を行う企業（以下「入居者移転支援業務企業」という。） 

イ 入札参加者は、入札手続きを代表して行う企業（以下「代表企業」という。）を定める。 

(2)複数業務について 

入札参加者を構成する企業（以下「構成企業」という。）のうち、３．１．２．（2）ア～エの要

件を満たす者は、当該複数の業務を実施することができるものとする。（全ての業務を単一の企業

で実施することも可能とする。） 

(3)複数応募の禁止 

入札参加者の構成企業並びにその子会社（「会社法」第２条第３号及び「会社法施行規則」第３

条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は親会社（「会社法」第２条第４号及び「会社法施行

規則」第３条の規定による親会社をいう。以下同じ。）は、他の入札参加者の構成企業になること

はできない。 

(4)構成企業の変更及び追加 

入札参加表明書及び入札参加資格審査申請書の受付日後においては、原則として入札参加者の構

成企業の変更及び追加は認めないものとする。 

ただし、市がやむを得ないと認めた場合は、市の承認を条件として入札参加者の構成企業（代表

企業を除く。）の変更・追加ができるものとする。 

３. １. ２. 入札参加者の備えるべき参加資格要件 

入札参加者の構成企業は、入札参加表明書の受付締切日（以下「参加資格確認基準日」とする）

において、次の入札参加資格要件を満たすこと。 

(1)入札参加者の参加資格要件（共通）  

次の要件を全て満たしていること。 

(ｱ)ＰＦＩ法第９条の各号のいずれにも該当しない者であること。 

(ｲ)地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当する者でないこと。 

(ｳ)「横浜市契約規則」（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号）第３条第１項に掲げる者でないこと

及び同条第２項の規定に定めた資格を有する者であること。 
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(ｴ)横浜市指名停止等措置要綱（平成 16 年４月１日）に基づく指名停止措置を受けていない者で

あること。ただし、指名停止期間が１カ月以内のものである場合は、この限りでない。 

(ｵ)参加資格確認基準日２年以内に、手形交換所の取引停止処分を受けた者でないこと。ただ

し、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立

てがなされている者については、手続開始の決定後、別に定める手続に基づく競争入札参加

資格の再認定を受けた者を除く。 

(ｶ)参加資格確認基準日前６月以内に、不渡手形又は不渡小切手を出していない者であること。

ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の

申立てがなされている者については、手続開始の決定後、別に定める手続に基づく競争入札

参加資格の再認定を受けた者を除く。 

(ｷ)債務不履行があり、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の

開始決定がなされていない者であること。 

(ｸ)国税及び地方税を滞納していない者であること。 

(ｹ)市が本事業について、アドバイザリー業務を委託している次の者（協力会社を含む。）又はそ

の子会社、若しくは親会社でないこと。 

・株式会社パブリック・マネジメント・コンサルティング 

・のぞみ総合法律事務所 弁護士 野村 裕（協力会社） 

・塚田修大建築設計事務所 

(ｺ)審査委員会の委員が属する企業、又はその子会社、若しくは親会社である者以外の者である

こと。 

(ｻ)「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」（平成 11 年法律第 147 号）第８

条第２項第１号に掲げる処分を受けている者でないこと。 

(ｼ)横浜市暴力団排除条例（平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力

団、同条第 4 号に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等又は同

条例第 7 条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者（法人その他の団体

にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい

う。）が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。）でないこと。 

(ｽ)神奈川県暴力団排除条例（平成 22 年神奈川県条例第 75 号）第 23 条第 1 項又は第 2項に違反

している事実がある者でないこと。 

(2)入札参加者の参加資格要件（業務別）  

入札参加者は、事業を適切に実施できる能力（技術・実績・資金・信用等）を備える者であり、

資格審査書類の参加資格確認基準日において、それぞれ次に掲げる要件を全て備えていなければな

らない。 

ア 設計企業  

設計企業は、次の要件を全て満たしていること。なお、本業務を複数の者で行う場合は、全ての

者が当該要件を全て満たしていること。ただし、専ら造成等の土木工事に係る設計を担当する者

は、(ｱ)の要件を満たせば足るものとする。 

(ｱ)令和７・８年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）において登録を認め

られている者若しくは登録申請中である者又はその営業を継承した者と認められる者である
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こと。なお、登録申請中である者は、提案書の提出日までに登録を認められなかった場合、

入札参加資格を欠くものとする。 

(ｲ)建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っ

ていること。 

(ｳ)コンクリート系構造（ＳＲＣ、ＰＣを含む）で、一の建築物における新築（改築を含む）又

は増築に係る部分の延べ面積が 2,000 ㎡以上、階数が地上３階以上の建築物（以下「参加資

格要件建築物」という。）の実施設計の実績を有していること。なお、当該実績は、平成 28

年５月１日以降に竣工したものに限る。 

(ｴ)設計企業と入札参加申込書の受付日から起算して過去３カ月以上の直接的かつ恒常的な雇用

関係がある一級建築士である管理技術者（設計業務の技術上の管理等を行う者をいう。）を配

置できること。なお、落札後、市が必要と認めた場合、設計企業は配置予定技術者（管理技

術者）を変更することができる。 

イ 建設企業  

建設企業は、次の(ｱ)から(ｶ)の要件を全て満たしていること。なお、複数の者で業務を分担する

場合は、総括する者を置くものとし、総括する者は次の(ｱ)から(ｶ)の要件を、その他の者は(ｱ)、

(ｲ)、(ｳ)及び(ｷ)の要件を全て満たしていること。 

(ｱ)市内事業者（登記簿上の本店及び建設業法第 27 条の 23 第１項に規定する経営事項審査の申

請に際しての主たる営業所を横浜市内に有する者）であること。 

(ｲ)建設業法に基づく「建築工事業」の特定建設業許可を受けていること。 

(ｳ)令和７・８年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）において登録を認められてい

る者若しくは登録申請中である者又はその営業を継承した者と認められる者であること。な

お、登録申請中である者は、提案書の提出日までに登録を認められなかった場合、入札参加

資格を欠くものとする。 

(ｴ)経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（建設業法第 27 条の 27 の規定によるもの

で、同法第 27 条の 29 第１項に規定する総合評定値が記載されており、開札日において有効

なもの）における「建築一式」の総合評定値が 1,000 点以上あること。 

(ｵ)単独又は共同企業体の構成員として元請け受注した参加資格要件建築物の施工実績があるこ

と。ただし、共同企業体の構成員としての施工実績である場合には、出資比率 20 パーセント

以上の場合に限る。 

(ｶ)建設業法に基づく「建築工事業」に係る監理技術者（監理技術者講習を 修了している者に限

る。）を建設業務期間に専任で１名配置し得ること。なお、当該技術者については、常勤の自

社社員であり、かつ入札参加資格確認申請日において引き続き３カ月以上の雇用関係がある

こと。 

(ｷ)建設業法に基づく「建築工事業」に係る監理技術者（監理技術者講習を 修了している者に限

る。）又は国家資格を有する主任技術者を建設業務期間に専任で１名配置し得ること。なお、

当該技術者については、常勤の自社社員であり、かつ入札参加資格確認申請日において引き

続き３カ月以上の雇用関係があること。  
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ウ 工事監理企業  

工事監理企業は、次の要件を全て満たしていること。なお、本業務を複数の者で行う場合は、全

ての者が当該要件を全て満たしていること。ただし、専ら造成等の土木工事に係る設計を担当する

者は、(ｱ)の要件を満たせば足るものとする。 

(ｱ)令和７・８年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）において登録を認め

られている者若しくは登録申請中である者又はその営業を継承した者と認められる者である

こと。なお、登録申請中である者は、提案書の提出日までに登録を認められなかった場合、

入札参加資格を欠くものとする。 

(ｲ)建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っ

ていること。 

(ｳ)参加資格要件建築物の工事監理の実績を有していること。なお、当該実績は、平成 28 年５月

１日以降に竣工したものに限る。 

(ｴ) 工事監理企業と入札参加申込書の受付日から起算して過去３カ月以上の直接的かつ恒常的な

雇用関係がある一級建築士である管理技術者（工事監理業務の技術上の管理等を行う者をい

う。）を配置できること。なお、落札後、市が必要と認めた場合、工事監理企業は配置予定技

術者（管理技術者）を変更することができる。 

エ 入居者移転支援業務企業  

入居者移転支援業務企業は、宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）の規定による宅地建

物取引業の免許を有していること。なお、複数の者で業務を分担する場合は、総括する者を置くも

のとする。 

３. １. ３. 入札参加資格の確認基準日等  

参加資格確認基準日は、別に定めるものを除き、入札参加資格表明書の受付締切日とする。 
 

３. １. ４. 資格審査書類の受付日以降の取り扱い  

入札参加資格を有すると認められた入札参加者の構成企業が、参加資格確認基準日以降に入札参

加資格要件を欠く事態が生じた場合の対応は、次のとおりとする。 

ア 参加資格確認基準日の翌日から開札日までの間、入札参加者の構成企業のいずれかが入札参

加資格を欠くに至った場合、当該入札参加者は入札に参加できない。ただし、代表企業以外の

構成企業が入札参加資格を欠くに至った場合は、当該入札参加者は、入札参加資格を欠いた構

成企業に代わって、入札参加資格を有する構成企業を補充し、市が入札参加資格等を確認の上

認めた場合は、入札に参加できるものとする。 

イ 開札日の翌日から落札者決定日までの間、入札参加者の構成企業が入札参加資格要件を欠く

に至った場合、市は当該入札参加者をＰＦＩ事業者決定のための審査対象から除外する。ただ

し、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠くに至った場合で、当該入札参加者が、入札

参加資格を欠いた構成企業に代わって、入札参加資格を有する構成企業を補充し、市が入札参

加資格の確認及び事業能力を勘案し、契約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断した場

合は、当該入札参加者の入札参加資格を引き続き有効なものとして取り扱うことができるもの

とする。なお、この場合の補充する構成企業の参加資格確認基準日は、当初の構成企業が入札

参加資格を欠いた日とする。 
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ウ 落札者決定日の翌日から事業契約に係る横浜市会の議決日までの間、落札者の構成企業が入

札参加資格要件を欠くに至った場合、市は、落札者と事業契約を締結しない場合がある。この

場合において、市は、落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。ただし、代表企

業以外の構成企業が入札参加資格を欠くに至った場合で、当該落札者が、参加資格を欠いた構

成企業に代わって、入札参加資格を有する構成企業を補充し、市が入札参加資格の確認及び事

業能力を勘案し、契約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断した場合は、当該落札者と

事業契約を締結する。なお、この場合の補充する構成企業の参加資格確認基準日は、当初の構

成企業が入札参加資格を欠いた日とする。  
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３. ２. 入札に関する留意事項 

３. ２. １. 入札説明書等の承諾  

入札参加者は、入札参加資格確認申請書の提出をもって、入札説明書等の記載内容を承諾したも

のとみなす。 
 

３. ２. ２. 費用負担  

入札参加に関し必要な費用は、全て入札参加者の負担とする。 
 

３. ２. ３. 入札保証金及び契約保証金等  

(1)入札保証金 

免除する。 

(2)契約保証金等 

ア ＰＦＩ事業者は、事業契約締結と同時に、市営住宅等整備業務費のうち、調査業務、設計業

務、工事監理業務、解体撤去業務及び建設業務にかかる費用の合計金額（消費税及び地方消費

税相当額を含む。以下同じ。）の 100 分の 10 以上に相当する金額の契約保証金を納付しなけれ

ばならない。ただし、横浜市契約規則第 36 条第３項に規定する担保を提供することにより、

契約保証金の支払いに代えることができる。 

イ 以下のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 

(ｱ)ＰＦＩ事業者が市を被保険者とし、市営住宅等整備業務費のうち、調査業務、設計業務、解

体撤去業務及び建設業務にかかる費用の合計金額の 100 分の 10 以上に相当する金額を保険金

額とする履行保証保険契約を自ら締結し、当該履行保証保険契約にかかる保険証券を市に提

出したとき。 

(ｲ)ＰＦＩ事業者を被保険者とし、設計企業及び建設企業にをして、調査業務及び設計業務にか

かる費用の 100 分の 10 以上に相当する金額、建設業務にかかる費用の 100 分の 10 以上に相

当する金額、解体撤去業務及び建設業務にかかる費用の 100 分の 10 以上に相当する金額をそ

れぞれの保険金額とする履行保証保険契約を締結させ、当該保険金請求権に市の違約金請求

権を被担保債権とする質権を設定したとき。 
 

３. ２. ４． 契約手続等  

入札参加資格確認申請書、提案書の取扱いについては、次のとおりとする。 

ア 提案書の変更、差し替え又は再提出は認めない。 

イ 入札参加者は、複数の提案を行うことはできない。 

ウ 市は、入札参加者から提出された提案書を、最優秀提案者の選定に関わる公表以外に入札参

加者に無断で使用しない。なお、提出された提案書は返却しない。 

エ 提案書の著作権は、入札参加者に帰属する。 

オ 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保

護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法及び維持管理方法及

び運営方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負う。 

カ 市が提供する資料は、入札にかかる検討以外の目的で使用することはできない。 
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３．２．５． 使用言語及び単位、時刻 

入札その他の手続に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成 4 年法律第 51 号）に

定めるもの、通貨単位は日本円、時刻は日本標準時とする。 
 

３．２．６． その他 

ア 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）

に抵触する行為を行ってはならない。 

イ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入

札意志についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 

ウ 入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはな

らない。 

エ 競売入札妨害又は談合行為の疑い、不正又は不誠実な行為等により入札を公正に執行できな

いと認められるとき、又は競争性を確保し得ないと認められるときは、入札の執行延期、再入

札公告又は入札の取り止め等の対処を図る場合がある。 
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４．入札手続等に関する事項 

４．１．民間事業者の募集及び選定の手順に関する事項 

市は、透明性の確保と公正な競争の促進に配慮しながら、本事業の実施を希望する事業者を広く

募集する。事業者の選定に当たっては、本事業の実施にかかる対価の額及び提案内容を総合的に評

価する総合評価一般競争入札に付することとして、その旨を公告する。 

４．２． 民間事業者の募集及び選定のスケジュール 

民間事業者の募集及び選定に当たっては、次の手順及びスケジュールで行うことを予定してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４. ３.  募集及び選定手続等 

４. ３. １.  入札説明書等の公表（入札公告）  

事業の入札説明書等を市ホームページ等で公表する。 
 

４. ３. ２. 入札説明書等に関する質問受付及び回答の公表 

(1)質問の受付 

入札説明書等に関する質問の受付を、次の要領にて行う。 
 

ア 質問（第１回）  

日程（予定） 内容 

令和８年 

４月７日（火） 入札公告 

４月 15 日（水） 現地見学会の開催 

４月７日（火）から

５月 15 日（金）まで 
入札説明書等に関する質問受付 

６月 22 日（月） 入札説明書等に関する質問に対する回答及び公表 

７月７日（火）から 

７月 10 日（金）まで 
資格審査書類の受付及び審査 

７月 21 日（火）から

７月 28 日（火）まで 
入札説明書等に関する質問受付（第２回） 

８月 14 日（金） 入札説明書等に関する質問に対する回答及び公表（第２回） 

９月 18 日（金） 入札提出書類の提出期限 

11 月 提案書に対する事業者ヒアリング及びプレゼンテーション 

12 月 落札者の決定及び公表 

令和９年 

１月 基本協定の締結 

２月 事業者との事業契約の仮契約の締結 

６月 事業契約の締結 
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イ 質問（第２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2)質問に対する回答 

質問に対する回答は、市ホームページで一括して公表する。ただし、質問者等の特殊な技術、ノ

ウハウ等に関わり、質問者等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考え

られるものは、公表しない場合がある。 

なお、質問者等から提出のあった質問のうち、市が必要であると判断した場合には、直接ヒアリ

ングを行うことがある。 
 

ア 質問（第１回）への回答 

 

 

 

 

 

イ 質問（第２回）への回答 

 

 

 

回答公表 令和８年６月 22日（月） 

ホームページアドレス 

（URL） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-

kurashi/jutaku/shiryo/saiseibi/youkoudaiC-1.html 

受付期間 令和８年４月７日（火）から令和８年５月15日（金）17時 00 分まで（必着） 

受付方法 

質問及び意見の内容を簡潔にまとめ、「様式 2-1～2-7：入札説明書等に関す

る質問書」に必要事項を記入の上、電子メールで提出する（文書形式は

Microsoft-Excel とし、件名に【洋光台住宅（Ｃ－１街区）質問】（事業者名）

と表記する。）。 

なお、メールを送信後、速やかに電話等で当該電子メールの着信確認を行う

こと。 

提出先 「10．４． 関連情報を入手するための照会窓口等」を参照 

 

受付期間 
令和８年４月７月７日21日（火）から令和８年５月７月1528 日（金火）17時

00 分まで（必着） 

受付方法 

質問及び意見の内容を簡潔にまとめ、「様式 2-1～2-7：入札説明書等に関す

る質問書」に必要事項を記入の上、電子メールで提出する（文書形式は

Microsoft-Excel とし、件名に【洋光台住宅（Ｃ－１街区）質問】（事業者名）

第２回と表記する。）。 

なお、メールを送信後、速やかに電話等で当該電子メールの着信確認を行う

こと。 

提出先 「10．４． 関連情報を入手するための照会窓口等」を参照

回答公表 令和８年６月８月2214 日（月金） 

ホームページアドレス 

（URL） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-

kurashi/jutaku/shiryo/saiseibi/youkoudaiC-1.html 
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４. ３. ３. 現地見学会の開催 

敷地、既存住宅の空き住戸及び仮移転先の一部空き住戸等の状況について、次のとおり現地見学

会を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４. ３. ４. 資格審査書類の受付及び審査 

入札参加希望者は、入札参加表明書及び入札資格確認申請書を提出すること。資格確認の結果

は、入札参加希望者（代表企業）に対して入札参加資格確認通知の発送により通知する。 

 

 

 

 

 

 

開催日時 
令和８年４月15日（水） 

※開催時間など見学会の案内は、参加申込者へ別途連絡する。 

見学場所 

（予定） 

洋光台住宅（Ｃ－１街区）、仮移転先又は住替え先として利用可能な住戸（一部） 

※令和７年 11 月 17 日（月）に実施した「実施方針等現場見学会」で見学した

場所と同一 

参加者 本事業への参加を希望する事業者とする。 

申込方法 

「様式1-1：入札説明書等に関する現地見学会参加申込書」を電子メール

（文書形式はMicrosoft-Wordとし、件名に【洋光台住宅（Ｃ－１）街区見学

会申込】（事業者名）と表記する。）で申し込む。 

また、送信後、速やかに電話等で当該電子メールの着信確認を行う。 

申込先 「10．４．関連情報を入手するための照会窓口等」を参照 

申込期限 令和８年４月 10日（金）17時 00 分まで（必着） 

留意事項 

・現地見学会当日は、入札説明書等の資料は配付しないため、市ホームペー

ジからダウンロードして持参すること。 

・原則として応募グループを１者として応募すること。 

・人数は申込者ごとに 15 名までとする。 

・受付場所は、洋光台住宅集会所（予定）とする。 

・受付開始は、見学会開始時間の 10 分前から行う。 

・見学日時は厳守すること。 

・敷地内は全面禁煙である。 

・入居者の生活に配慮するため、見学中は市職員の指示に従うこと。 

・対象施設の撮影は可とするが、個人が特定されるような撮影及び市職員が

指示する場所の撮影は不可とする。また、撮影した写真は、本事業の入札

以外に使用しないこと。 

・現地見学会における本市職員の説明は、施設、設備、敷地等の案内に関す

る事項のみとする。また、当該市職員の発言は、本事業の入札における個

別の事業条件を規定したり、許可したりするものではない。 

・見学希望する内容について、希望どおりに確認できない場合がある。 

 

提出期間 
令和８年７月７日（火）9 時 00 分から令和８年７月 10 日（金）17 時 00 分ま

で（必着） 

送付先 「10．４．関連情報を入手するための照会窓口等」を参照 

様式 
様式 3-1 から様式 3-11 

記載要領については、付属資料 4「様式集」の該当箇所を参照すること。 
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４. ３. ５. 入札参加資格確認結果の通知 

令和８年７月 17 日（金）付けで、入札参加資格確認結果を入札参加者に電子メールにて通知

し、入札参加有資格者に対して、提案書の提出を要請する。 
 

４. ３. ６. 入札参加資格確認結果の理由説明の申立て 

入札参加資格確認審査の結果については、「審査結果等に関する理由説明の要求書（様式 4-2）」

を提出し、説明を求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

提出期間 
令和８年７月 21 日（火）９時 00 分から令和８年７月 28 日（火）17 時 00 分

まで（必着） 

送付先 「10．４．関連情報を入手するための照会窓口等」を参照 

様式 
様式 4-2 

記載要領については、付属資料 4「様式集」の該当箇所を参照すること。 

提出方法 
郵送により提出することとし、提出期間内に、送付先に必着するように必ず

「書留郵便」にて郵送すること。 

提出期間 
令和８年７月７日（火）9 時 00 分から令和８年７月 10 日（金）17 時 00 分ま

で（必着） 

送付先 「10 ４ 関連情報を入手するための照会窓口等」を参照
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４. ３. ７. 入札提出書類の提出 

入札参加者は、本事業に関する事業計画等の提案内容を記載した入札提出書類（提案書等）を提

出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４. ３. ８. 特定事業の選定の取消し 

入札参加がない場合等においては、市は特定事業の選定を取り消す場合があり、その旨は速やか

に公表する。 
 

  

提出期間 

令和８年９月 16 日（水）９時 00 分から令和８年９月 18 日（金）17 時 00 分

まで（必着） 

※持参の場合は、平日の9時 00分から 17時 00 分の間で、事前に電話連絡の

うえ、持参時間を調整してください。 

※郵送の場合は、９月18日（金）17時 00 分までに必着すること。 

送付先 「10.４. 関連情報を入手するための照会窓口等」を参照 

様式 
様式 5-1 から様式 8-15 

記載要領については、付属資料 4「様式集」の該当箇所を参照すること。 

提出方法 

①持参又は郵送により提出すること。 

②郵送により提出する場合は、提出期限までに、送付先に必着するように必ず

「書留郵便」にて郵送すること。 
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４. ３. ９. 提案書に対する事業者ヒアリング及びプレゼンテーションの実施 

市は、入札参加者に対し、提案書の内容に関するヒアリング及びプレゼンテーションを実施す

る。実施日時、開催場所及び内容等の詳細は、後日連絡する。 

なお、ヒアリング及びプレゼンテーションは、提案書に基づき実施することとし、模型等の持込

みは禁止する。 
 

４. ３. 10.  開札 

(1)日時及び場所 

入札参加資格確認審査の審査通過の通知を受けた入札参加者に別途通知する（令和８年 10 月予

定） 

(2)立会い 

開札は、入札参加者又はその代理人若しくは復代理人を立会わせて行う。ただし、入札参加者又

はその代理人若しくは復代理人が立会わない場合においては、本事業に直接関係しない市の職員を

立会わせて行う。 

(3)入場制限 

開札場には、入札参加者又はその代理人及び入札事務に関係のある職員（以下「入札関係職員」

という。）以外の者は、入場することができない。 

(4)開始時刻の厳守 

入札参加者又はその代理人若しくは復代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場する

ことができない。 

(5)身分証明書の提示 

入札参加者又はその代理人若しくは復代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職

員に身分証明書を提示しなければならない。 

(6)退場制限 

入札参加者又はその代理人は、市が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を

退場することができない。 

(7)退去 

開札場において、次の各号の一つに該当するものは当該開札場から退去させる。 

ア 公正な執行を妨げようとした者 

イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者 

(8)入札回数 

本事業は予定価格を事前公表しているので、入札の回数は１回とする。 

なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入

札を不調とする。 
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(9)最優秀提案者選定の対象 

開札においては、入札価格が予定価格の範囲内であるかの確認を行い、予定価格の範囲内の入札

書を提出した者を発表する。予定価格の範囲内の入札書を提出した者のみ、その後の最優秀提案者

選定の対象となる。この際、入札価格の公表は行わない。 
 

４. ３. 11. 提案書に対する事業者ヒアリング及びプレゼンテーションの実施 

次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者とした場合は、落札者

決定を取り消すものとする。 

ア 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

イ 入札公告及び入札説明書等に示した入札参加資格のない者が行った入札 

ウ 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

エ 郵送により入札書の提出を行う場合に、入札説明書等に定める方法によらない入札 

オ 入札金額の内訳書を提出しない者が行った入札又は入札金額と合計金額が一致しない内訳書

を提出した者が行った入札 

カ 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

キ その他入札説明書等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札 
 

４. ３. 12. 入札の辞退 

入札参加資格確認審査の結果、入札参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者が入札を辞退

する場合は、「入札辞退届（様式 4-1）」を市に提出すること。 

なお、入札を辞退した者が、これを理由として、以後の一般競争入札において不利益な取扱いを

受けるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４. ３. 13.  審査結果の通知 

審査結果は、提案書を提出した入札参加者の代表企業に対して通知する。 
 

４. ３. 14.  審査結果の公表 

審査の結果及び審査の客観的評価等については、落札者決定後、4.3.1 に示すホームページへの

掲載等により、速やかに公表する。 

なお、審査の結果については、審査結果の公表日より一週間以内に「審査結果等に関する理由説

明の要求書（様式 4-2）」を提出し、説明を求めることができる。その場合は、市は、説明を求め

た者に対し、書面により回答する。 

提出期間 
令和８年９月 11 日（金）17 時 00 分まで（必着） 

※持参の場合は、事前に電話連絡のうえ、持参時間を調整してください。 

送付先 「関連情報を入手するための照会窓口等」を参照 

様式 
様式 4-1 

記載要領については、付属資料 4「様式集」の該当箇所を参照すること。 

提出方法 
持参又は郵送により提出することとし、郵送の場合は提出期間内に送付先に

必着するように必ず「書留郵便」にて郵送すること。 
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５． 落札者の決定 

５．１． 最優秀提案者の選定 

入札参加資格を満たし、提案書を提出し、開札において予定価格の範囲内の入札書を提出した者

が、最優秀提案者の選定の対象となる。 

各入札参加者の提案書、ヒアリング及びプレゼンテーションに基づき審査を行い、性能点及び価

格点、定量点を算出したうえで、総合評価により最優秀提案者を選定する。 

５．２． 横浜市民間資金等活用事業審査委員会による審査 

市は、ＰＦＩ事業者（落札者）の選定にあたり、学識経験者等で構成される「横浜市民間資金等

活用事業審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

なお、審査委員会の委員については、次のとおりとし、審査の公平性を確保し、適切な事業者の

選定を図るため、入札参加者が評価委員に対して接触することを禁止する。 

■審査委員会委員（委員の順序は五十音順で掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

５．３． 審査の方法 

審査委員会は、付属資料 3「落札者決定基準」に従って、審査を行う。 

５．４． 審査の基準 

審査基準については、付属資料 3「落札者決定基準」を参照すること。 

５．５． 落札者の決定 

市は、審査委員会の選定結果をもとに、落札者を決定する。 

５．６． 審査委員会事務局 

審査委員会の事務局は、横浜市行財政局ファシリティマネジメント推進課とする。 

区 分 氏名（敬称略） 所属機関（団体）・役職名 

委員長 齋藤 真哉 横浜国立大学 名誉教授 

副委員長 原 悦子 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 

委員 芦谷 典子 東洋大学大学院 経済学研究科公民連携専攻 教授 

委員 山口 直也 青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科 教授 

臨時委員 大江 守之 慶応義塾大学 名誉教授 
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６． ＰＦＩ事業者との契約手続き 

６．１． ＰＦＩ事業者との契約 

市と落札者は、協議を行い、本事業に関する基本協定を締結する。 

市とＰＦＩ事業者は、事業契約を締結する。 

６．１．１． 事業契約の締結 

ア PFI 事業者と市は、落札者決定後、４．２．民間事業者の募集及び選定のスケジュールに示

す日程（予定）に沿って、提案内容及び付属資料 6「事業契約書（案）」を使用し、仮契約を

締結するものとする。 

イ 仮契約において、ＰＦＩ事業者が遂行すべき市営住宅等整備業務及び入居者移転支援業務に

関する業務内容、金額、支払方法等を定める。 

ウ 事業契約締結に当たっては、軽微な事項を除き、落札者の入札価格及び入札説明書等に示し

た契約内容について、変更できないことに留意すること。 

エ 事業契約締結に係る落札者側の弁護士費用、印紙代などは、落札者の負担とする。 

オ 本事業の基本協定の締結後、付属資料５「基本協定書（案）」第 10 条第 1項の規定が適用さ

れる場合は、市は違約金として落札金額の 100 分の 10 に相当する金額を上限とする違約金を

落札者に請求できるものとする。 

カ 次の(ｱ)から(ｳ)のいずれかに該当する者は、最長 3 年間、市が実施する入札への参加が認め

られなくなる場合があることに留意すること。 

(ｱ)落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒んだ者 

(ｲ)入札等市の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認

められる者 

(ｳ)事業契約締結後、重大な契約違反により、市が契約を解除した者 

キ ＰＦＩ事業者は、事業契約締結後、「入札書（様式 5-1）」及び「入札価格内訳書（様式 5-

2）」に準じて、速やかに内訳書を作成し、市に提出すること。 

ク この契約は、ＰＦＩ法第 12 条の規定及び横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例

（昭和 39 年３月横浜市条例第５号）第２条の規定により、議会の議決に付さなければならな

い契約であり、横浜市会において契約議案が可決されることが条件となる。可決されたとき

は、仮契約は、そのまま本契約とみなすものとする。 
 

６．１．２． 手続きにおける交渉の有無 

なし 

６．１．３． その他 

ア 本事業の基本協定の締結の翌日から事業契約の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の

構成企業が、付属資料５「基本協定書（案）」第６条第５項に該当するに至った場合は、原則

として、市は落札者の設立したＰＦＩ事業者と事業契約を締結しない。ただし、代表企業以外

の構成企業が同条の規定に該当するに至った場合で、以下の場合に限り、市とＰＦＩ事業者と

事業契約を締結できるものとする。 
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(ｱ)当該落札者が、入札参加資格を欠いた構成企業に代わって、入札参加資格を有する構成企

業を補充し、必要書類を提出したうえで、市が入札参加資格を確認し、PFI 事業者の 事業

能力を勘案し、契約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断したとき（補充する構成

企業の入札参加資格確認基準日は、当初の構成企業が入札参加資格を欠いた日とする）。 

(ｲ)入札参加資格を欠いた構成企業が担当する業務に当たる者が複数である落札者の場合で、当該構成

企業を除く構成企業で、全ての入札参加資格等を満たし、かつ設立予定の PFI 事業者の事業能力

を勘案し、契約締結後の事業運営に支障をきたさないと市が判断したとき。 

６．２． PFI 事業者の権利義務等に関する制限 

６．２．１． PFI 事業者の事業契約上の地位の譲渡等 

市の事前の書面による承諾がある場合を除き、ＰＦＩ事業者は事業契約上の地位及び権利義務を

譲渡、担保提供その他の方法により処分してはならない。 

６．２．２． 債権の譲渡 

ＰＦＩ事業者が、市に対して有する本施設の市営住宅整備等業務及び入居者移転支援業務に係る

債権は、市の事前の書面による承諾がなければ譲渡することができない。 

６．２．３． 債権への質権設定及び債権の担保提供 

ＰＦＩ事業者が、市に対して有する本施設の市営住宅整備等業務及び入居者移転支援業務に係る

債権に対する質権の設定及びこれの担保提供は、市の事前の書面による承諾がなければ行うことが

できない。 

６．２．４． 土地及び建物の使用等 

ＰＦＩ事業者は、本施設の設計・建設期間中において、本事業の用に供するために、市が所有す

る土地及び建物のうち、必要な範囲を無償で使用できるものとする。 

６．２．５． 財務書類の提出 

ア ＰＦＩ事業者の各構成企業のうち、代表企業及び建設企業は、自己の費用をもって次の(ｱ)か

ら(ｷ)の書類を事業者の会計年度の最終日から３か月以内に市に提出する。なお、(ｴ)の貸借対

照表については提出を任意とする。 

(ｱ) 株主総会で承認を受けた計算書類（会社法第 435 条第２項にいう計算書類及びこれらの附

属明細書をいう）及び勘定科目内訳明細書（法人税確定申告に添付したものでも可） 

(ｲ) 株主総会に報告された事業報告及びこれらの附属明細書の写し 

(ｳ)監査役（会社法第 389 条第１項に規定する会計限定監査役を除く）、監査委員会又は監査等

委員会のいずれかが作成した監査報告書 

(ｴ) ＰＦＩ事業を単位とした経理（事業会計。以下同じ）の計算書類（損益計算書、貸借対照

表）及び資金繰表（今後１年間について月毎で作成したもの） 

(ｵ)事業会計についての出来高報告書及び請負代金支払状況報告書 

イ 市は、ＰＦＩ事業者のうち代表企業及び建設企業から提出を受けた財務書類等を公開するこ

とができるものとする。 
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６．３． 市と PFI 事業者との責任分担 

６．３．１． 基本的な考え方 

本事業における責任分担の考え方は、市とＰＦＩ事業者がリスクに対する責任を適正に分担する

ことにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、本施設の市営住宅整備等業

務及び入居者移転支援業務の責任は、原則として、ＰＦＩ事業者が負うものとする。 

ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市が責任を負うこととする。 

６．３．２． 予想されるリスクに対する責任分担 

本事業に関し予想されるリスクに対する市と PFI 事業者との責任分担は、事業契約によること

とし、応募グループは分担すべき責任を想定した上で提案を行うものとする。 

責任分担の程度や具体の内容について事業契約に示されていない場合は、落札者と市の協議によ

り定めるものとする。 

６．３．３． ＰＦＩ事業者が付保する保険等 

ＰＦＩ事業者は、事業契約書において示す付保すべき保険の内容に基づき保険に加入すること。 
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７． 事業契約等の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

７. １. 基本的な考え方 

事業計画または事業契約の解釈について疑義が生じた場合は、市とＰＦＩ事業者は誠意を持って

協議するものとし、協議が調わない場合は、事業契約書に規定する具体的措置に従う。 
 

７. ２. 管轄裁判所の指定 

事業契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 
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８．事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

本事業の継続が困難になった場合には、その発生事由ごとに次の措置をとる 

８. １. ＰＦＩ事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

ＰＦＩ事業者の提供するサービスが事業契約に定める市の要求水準を下回る場合又は、その他事

業契約で定めるＰＦＩ事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行もしくはその懸念が生じた場

合は、市は、ＰＦＩ事業者に改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めることがで

きるものとする。ＰＦＩ事業者が一定期間内に改善することが出来なかった場合は、市は事業契約

を解除することができる。 

ＰＦＩ事業者の破産や財政状況の著しい悪化等により、事業契約に基づく事業の継続が困難と合

理的に考えられる場合は、契約を解除することができるものとする。契約解除に至る事由及び賠償

措置については事業契約書で規定する。 
 

８. ２. 市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合は、ＰＦＩ事業者は契約を解除す

ることができる。 

契約解除に至る事由及び賠償措置については事業契約書で規定する。 
 

８. ３. いずれの責めにも帰さない事由により事業の継続が困難となった場合 

不可抗力、その他市又はＰＦＩ事業者のいずれの責めにも帰さない事由により事業の継続が困難

となった場合は、市とＰＦＩ事業者は事業継続の可否について協議を行う。 

一定期間内に協議が整わない場合は、事前に書面による通知を行うことにより、市及びＰＦＩ事

業者は、事業契約を解除することができる。 

事業契約が解除される場合に生じる損害についての賠償措置は、事業契約書で規定する。 

その他、事業契約書に定めるその事由ごとに、責任の所在による対応方法に従うものとする。 
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９．法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援等に関する事項 

９. １. 法制上及び税制上の措置に関する事項 

ＰＦＩ事業者が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が適

用されることとなる場合は、改正された法律等によるものとする。 

また、市は必要な措置を行うことができるように努めるものとする。 
 

９. ２. 財政上及び金融上の支援に関する事項 

ＰＦＩ事業者が本事業を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能

性がある場合は、市はこれらの支援をＰＦＩ事業者が受けることができるよう努めるものとする。 
 

９. ３. その他の支援に関する事項 

市はＰＦＩ事業者が事業実施に必要な許認可等を取得する場合、可能な範囲で必要な協力を行

う。なお、法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、市はＰＦＩ事業者

と協議を行う。 
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10．その他特定事業の実施に関し必要な事項 

10. １. 入札に伴う費用負担 

入札にかかる費用については、全て入札参加者の負担とする。審査の結果、次点及び次々点とな

った応募グループには、「公民協働事業応募促進報奨金交付要綱」（平成 18 年４月１日）に基づ

き、提案報奨金を支払う予定である。 
 

10. ２. 情報公開及び情報提供 

市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12 年２月条例第 1 号）に基づき本事業に関する情

報公開請求があった場合は、同条例に基づき必要な対応を行う。 

本事業に関する情報提供は、市ホームページ等を通じて適宜行う。 
 

10. ３. 市からの提示資料の取り扱い 

市が提供する資料は、本事業の提案に関する検討以外の目的で使用してはならない。 
 

10. ４.  関連情報を入手するための照会窓口等 

入札説明書等に定めることの他、入札等の実施に当たって必要な事項が生じた場合は、以下のホ

ームページにて掲載する。 

なお、公平を期すため、事業の内容等についての回答はホームページに公表して行い、電話や窓

口等での直接回答は行わない。 

 
 

 

担 当 横浜市建築局住宅部市営住宅課 

住 所 〒231-0005 横浜市中区本町６丁目50番地の 10 横浜市庁舎24階 

電 話 045-671-2942 

電子メール kc-shieijigyo@city.yokohama.lg.jp 

ホームページアドレス 

（URL） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-

kurashi/jutaku/shiryo/saiseibi/youkoudaiC-1.html 

 


